
8
２０１４.６.１

市税の納付は、便利・安全・確実な口座振替をご利用ください

住
ま
い
の
安
全
づ
く
り
を
応
援
し
ま
す

耐
震
補
助
制
度
の
受
付
開
始

使用済小型家電製品の分別回収のお願い

無
料
診
断
や
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
も

　

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
木

造
住
宅
の
耐
震
補
強
工
事
に
つ
い

て
、
最
大
で
１
８
０
万
円
ま
で
助

成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
耐
震
基

準
７
割
以
上
の
耐
震
補
強
工
事
も

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

補
助
額　

最
大
１
８
０
万
円（
補
助

率
10
／
10
）耐
震
基
準
７
割
以

上
の
場
合
は
最
大
１
２
０
万
円

補
助
要
件

●
岐
阜
県
木
造
住
宅
耐
震
相
談
士

の
耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
補

強
が
必
要
な
木
造
住
宅
で
あ
る

も
の

●
所
定
の
強
度
が
確
保
で
き
る
計

画
で
あ
る
も
の

●
岐
阜
県
木
造
住
宅
耐
震
相
談
士

が
設
計
・
監
理
を
行
う
も
の

●
お
お
む
ね
年
内
に
工
事
が
完
了

す
る
も
の

●
建
築
年
が
平
成
12
年
５
月
以
前

で
あ
る
も
の

申
込
期
間　

10
月
下
旬
ま
で（
予
定
）

申
込
方
法　

岐
阜
県
木
造
住
宅
耐

震
相
談
士
へ
の
設
計
依
頼
な

ど
、手
続
き
に
は
準
備
が
必
要

で
す
の
で
、詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
内
に
一
戸
建
て
の
木
造
住
宅

を
所
有
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、無

料
で
耐
震
診
断
を
行
う
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
診
断
は
岐
阜
県

木
造
住
宅
耐
震
相
談
士
が
行
い
ま

す
。
な
お
、
耐
震
診
断
の
結
果
報

告
書
の
受
け
取
り
ま
で
に
は
、申
し

込
み
か
ら
４
カ
月
ほ
ど
要
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
一
戸
建
て
の
木
造

住
宅
を
所
有
し
て
い
る
方

※
木
造
以
外
の
構
造
部
分
が
あ
る

場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

申
込
期
間　

11
月
下
旬
ま
で（
予
定
）

申
込
方
法
　
所
定
の
申
込
書
で
の

手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
が
使
用

さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
含
有
調
査

と
除
去
工
事
費
用
を
助
成
す
る
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査

対
象　

吹
き
付
け
建
材
に
ア
ス
ベ

ス
ト
が
含
有
さ
れ
て
い
る
恐
れ

が
あ
る
建
築
物
で
、お
お
む
ね

年
内
に
調
査
が
完
了
す
る
も
の

対
象
者　

対
象
建
築
物
の
所
有
者

ま
た
は
管
理
者

補
助
額　

最
大
25
万
円（
補
助
率

10
／
10
）

申
込
期
間　

12
月
初
旬
ま
で（
予
定
）

■
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
等
工
事

対
象　

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査
の

結
果
、吹
き
付
け
建
材
に
ア
ス

ベ
ス
ト
が
含
有
さ
れ
て
い
た
建

築
物
で
、お
お
む
ね
年
内
に
工

事
が
完
了
す
る
も
の

対
象
者　

対
象
建
築
物
の
所
有
者

ま
た
は
管
理
者

補
助
額　

最
大
２
０
０
万
円（
補
助

率
２
／
３
）

申
込
期
間　

10
月
下
旬
ま
で（
予
定
）

　4月から小型家電製品のごみステーション分別回収が始まっています。
小型家電製品をごみステーションに出す場合は、不燃ごみとは別にして
いただき、不燃ごみ収集の日に出してください（小型家電にはごみ処理券
は不要。袋は不燃ごみ推奨袋または基準を満たす袋をお使いください）。
　また、分別がなされていない（不燃ごみと小型家電が同じ袋に入って
いる）場合は収集しません（分別をお願いするシールを貼らせていただき
ます）ので、分別のご協力をよろしくお願いします。

× 分別されていない場合 ○ 分別されている場合

耐
震
な
ど
の
改
修
を
し
た
場
合
は

固
定
資
産
税
が
減
額
に

　

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
、
省
エ
ネ
改
修
工
事
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
住
宅
の
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

工
事
費
用
が
50
万
円
以
上
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
は
補
助
金
な

　
　
　

ど
を
差
し
引
い
た
自
己
負
担
額
が
50
万
円
以
上
）

申
込
方
法　

工
事
終
了
後
、
３
カ
月
以
内
に
税
務
課
へ
申
請

木
造
住
宅
耐
震
補
強
工
事
に

最
大
で
１
８
０
万
円
を
助
成

無
料
で
診
断
し
ま
す

木
造
住
宅
耐
震
診
断

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査
や

除
去
工
事
に
助
成

問
合
先
税
務
課 

☎
35-

３
６
２
７

申
　
込

問
合
先
都
市
整
備
課

☎
35-

３
１
４
６

申
　
込

問
合
先
都
市
整
備
課

☎
35-

３
１
５
９

問合先 資源リサイクルセンター  ☎35‒1244

お気軽に

お問い合わ
せ

ください


